
 

 

一 

 
 

 

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

新
旧
対
照
表 

○
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
（
抄
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
網
掛
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

政
府
原
案
に
よ
る
改
正
後 

改 

正 

前 

 
 

 

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
・
量
子
科

学
技
術
研
究
開
発
機
構
法 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
） 

 

第
二
章 

役
員
及
び
職
員
（
第
八
条
―
第
十
五

条
） 

 

第
三
章 

業
務
等
（
第
十
六
条
・
第
十
七
条
） 

 

第
四
章 

雑
則
（
第
十
八
条
―
第
二
十
一
条
） 

 

第
五
章 

罰
則
（
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
） 

 

附
則 

   

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射

線
医
学
・
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
の
名

称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定

め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

 

国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究

開
発
機
構
法 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
） 

 

第
二
章 

役
員
及
び
職
員
（
第
八
条
―
第
十
五

条
） 

 

第
三
章 

業
務
等
（
第
十
六
条
・
第
十
七
条
） 

 
第
四
章 

雑
則
（
第
十
八
条
―
第
二
十
一
条
） 

 

第
五
章 

罰
則
（
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
） 

 

附
則 

   

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
量
子

科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
の
名
称
、
目
的
、
業
務

の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

 
 

 

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研

究
所
法 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
） 

 

第
二
章 

役
員
及
び
職
員
（
第
六
条
―
第
十
三

条
） 

 

第
三
章 

業
務
等
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
） 

 

第
四
章 

雑
則
（
第
十
六
条
―
第
十
八
条
） 

 

第
五
章 

罰
則
（
第
十
九
条
・
第
二
十
条
） 

 

附
則 

   

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射

線
医
学
総
合
研
究
所
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範

囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。 



  

二 

  

（
名
称
） 

第
三
条 
こ
の
法
律
及
び
通
則
法
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
の
名
称

は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
・
量
子
科

学
技
術
研
究
開
発
機
構
と
す
る
。 

    

（
機
構
の
目
的
） 

第
四
条 

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
・
量
子

科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い

う
。
）
は
、
放
射
線
の
人
体
へ
の
影
響
、
放
射
線

に
よ
る
人
体
の
障
害
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療
並

び
に
放
射
線
の
医
学
的
利
用
に
関
す
る
研
究
開

発
並
び
に
量
子
科
学
技
術
に
関
す
る
基
礎
研
究

及
び
量
子
に
関
す
る
基
盤
的
研
究
開
発
等
の
業

務
を
総
合
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
放
射
線
に
係

る
医
学
に
関
す
る
科
学
技
術
及
び
量
子
科
学
技

術
の
水
準
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

  

（
名
称
） 

第
三
条 

こ
の
法
律
及
び
通
則
法
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
の
名
称

は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開

発
機
構
と
す
る
。 

    

（
機
構
の
目
的
） 

第
四
条 

国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研

究
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、

量
子
科
学
技
術
に
関
す
る
基
礎
研
究
及
び
量
子

に
関
す
る
基
盤
的
研
究
開
発
並
び
に
放
射
線
の

人
体
へ
の
影
響
、
放
射
線
に
よ
る
人
体
の
障
害
の

予
防
、
診
断
及
び
治
療
並
び
に
放
射
線
の
医
学
的

利
用
に
関
す
る
研
究
開
発
等
の
業
務
を
総
合
的

に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
量
子
科
学
技
術
及
び
放
射

線
に
係
る
医
学
に
関
す
る
科
学
技
術
の
水
準
の

向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

  

（
名
称
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
。
以
下
「
通
則
法
」

と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ

る
通
則
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行

政
法
人
の
名
称
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線

医
学
総
合
研
究
所
と
す
る
。 

  

（
研
究
所
の
目
的
） 

第
三
条 

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合

研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）
は
、
放

射
線
の
人
体
へ
の
影
響
、
放
射
線
に
よ
る
人
体
の

障
害
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療
並
び
に
放
射
線
の

医
学
的
利
用
に
関
す
る
研
究
開
発
（
研
究
及
び
開

発
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
の
業
務
を
総
合
的

に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
放
射
線
に
係
る
医
学
に
関

す
る
科
学
技
術
の
水
準
の
向
上
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。 

  



 

 

三 

第
十
三
条 

機
構
の
理
事
長
の
解
任
に
関
す
る
通

則
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
前

条
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
・
量
子

科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律

第
百
七
十
六
号
）
第
十
二
条
」
と
す
る
。 

２ 

機
構
の
理
事
及
び
監
事
の
解
任
に
関
す
る
通

則
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
前

条
並
び
に
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
・
量

子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法

律
第
百
七
十
六
号
）
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
」

と
す
る
。 

  

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
六
条 

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。 

 

（
削
る
） 

   

一 

放
射
線
の
人
体
へ
の
影
響
、
放
射
線
に
よ
る

第
十
三
条 

機
構
の
理
事
長
の
解
任
に
関
す
る
通

則
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
前

条
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研

究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
六

号
）
第
十
二
条
」
と
す
る
。 

２ 

機
構
の
理
事
及
び
監
事
の
解
任
に
関
す
る
通

則
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
前

条
並
び
に
国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術

研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十

六
号
）
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
」
と
す
る
。 

   

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
六
条 

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。 

 

一 

量
子
科
学
技
術
に
関
す
る
基
礎
研
究
及
び

量
子
に
関
す
る
基
盤
的
研
究
開
発
を
行
う
こ

と
。 

 

二 

放
射
線
の
人
体
へ
の
影
響
、
放
射
線
に
よ
る

第
十
一
条 

研
究
所
の
理
事
長
の
解
任
に
関
す
る

通
則
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
前

条
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合

研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）

第
十
条
」
と
す
る
。 

２ 

研
究
所
の
理
事
及
び
監
事
の
解
任
に
関
す
る

通
則
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
前

条
並
び
に
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総

合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
六

号
）
第
九
条
及
び
第
十
条
」
と
す
る
。 

   

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
四
条 

研
究
所
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。 

 

（
新
設
） 

   

一 

放
射
線
の
人
体
へ
の
影
響
、
放
射
線
に
よ
る



  

四 

人
体
の
障
害
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療
並
び
に

放
射
線
の
医
学
的
利
用
に
関
す
る
研
究
開
発

を
行
う
こ
と
。 

 

二 

量
子
科
学
技
術
に
関
す
る
基
礎
研
究
及
び

量
子
に
関
す
る
基
盤
的
研
究
開
発
を
行
う
こ

と
。 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
成
果
を
普

及
し
、
及
び
そ
の
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。 

 

四 

機
構
の
施
設
及
び
設
備
を
科
学
技
術
に
関

す
る
研
究
開
発
を
行
う
者
の
共
用
に
供
す
る

こ
と
。 

 

五 

量
子
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
者
（
放
射
線

の
人
体
へ
の
影
響
、
放
射
線
に
よ
る
人
体
の
障

害
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療
並
び
に
放
射
線
の

医
学
的
利
用
に
関
す
る
研
究
者
を
含
む
。
）
を

養
成
し
、
及
び
そ
の
資
質
の
向
上
を
図
る
こ

と
。 

 

六 

量
子
科
学
技
術
に
関
す
る
技
術
者
（
放
射
線

に
よ
る
人
体
の
障
害
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療

並
び
に
放
射
線
の
医
学
的
利
用
に
関
す
る
技

術
者
を
含
む
。
）
を
養
成
し
、
及
び
そ
の
資
質

人
体
の
障
害
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療
並
び
に

放
射
線
の
医
学
的
利
用
に
関
す
る
研
究
開
発

を
行
う
こ
と
。 

 

（
新
設
） 

   

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
成
果
を
普

及
し
、
及
び
そ
の
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。 

 

四 

機
構
の
施
設
及
び
設
備
を
科
学
技
術
に
関

す
る
研
究
開
発
を
行
う
者
の
共
用
に
供
す
る

こ
と
。 

 
五 

量
子
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
者
（
放
射
線

の
人
体
へ
の
影
響
、
放
射
線
に
よ
る
人
体
の
障

害
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療
並
び
に
放
射
線
の

医
学
的
利
用
に
関
す
る
研
究
者
を
含
む
。
）
を

養
成
し
、
及
び
そ
の
資
質
の
向
上
を
図
る
こ

と
。 

 

六 

量
子
科
学
技
術
に
関
す
る
技
術
者
（
放
射
線

に
よ
る
人
体
の
障
害
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療

並
び
に
放
射
線
の
医
学
的
利
用
に
関
す
る
技

術
者
を
含
む
。
）
を
養
成
し
、
及
び
そ
の
資
質

人
体
の
障
害
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療
並
び
に

放
射
線
の
医
学
的
利
用
に
関
す
る
研
究
開
発

を
行
う
こ
と
。 

    

二 

前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
成
果
を
普
及

し
、
及
び
そ
の
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。 

 

三 

研
究
所
の
施
設
及
び
設
備
を
科
学
技
術
に

関
す
る
研
究
開
発
を
行
う
者
の
共
用
に
供
す

る
こ
と
。 

 

四 

放
射
線
の
人
体
へ
の
影
響
、
放
射
線
に
よ
る

人
体
の
障
害
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療
並
び
に

放
射
線
の
医
学
的
利
用
に
関
す
る
研
究
者
を

養
成
し
、
及
び
そ
の
資
質
の
向
上
を
図
る
こ

と
。 

  

五 

放
射
線
に
よ
る
人
体
の
障
害
の
予
防
、
診
断

及
び
治
療
並
び
に
放
射
線
の
医
学
的
利
用
に

関
す
る
技
術
者
を
養
成
し
、
及
び
そ
の
資
質
の

向
上
を
図
る
こ
と
。 



 

 

五 

の
向
上
を
図
る
こ
と
。 

 

七 
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
と
し
て
行
う
も
の

の
ほ
か
、
関
係
行
政
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体

の
長
が
必
要
と
認
め
て
依
頼
し
た
場
合
に
、
放

射
線
に
よ
る
人
体
の
障
害
の
予
防
、
診
断
及
び

治
療
を
行
う
こ
と
。 

 

八 

前
各
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う

こ
と
。 

の
向
上
を
図
る
こ
と
。 

 

七 

第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
と
し
て
行
う
も
の

の
ほ
か
、
関
係
行
政
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体

の
長
が
必
要
と
認
め
て
依
頼
し
た
場
合
に
、
放

射
線
に
よ
る
人
体
の
障
害
の
予
防
、
診
断
及
び

治
療
を
行
う
こ
と
。 

 

八 

前
各
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う

こ
と
。 

  

六 

第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
と
し
て
行
う
も
の

の
ほ
か
、
関
係
行
政
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体

の
長
が
必
要
と
認
め
て
依
頼
し
た
場
合
に
、
放

射
線
に
よ
る
人
体
の
障
害
の
予
防
、
診
断
及
び

治
療
を
行
う
こ
と
。 

 

七 

前
各
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う

こ
と
。 

 
 

 

 

 
 



  

六 

○
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第 

 
 

号
）
（
抄
）
【
附
則
第
二
条
及
び
第
五
条
関
係
】 

（
網
掛
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

案 

政 

府 

原 

案 

 
 

 

附 

則 

 

（
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
の
権
利
及
び
義
務
の
承

継
等
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
現
に
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原

子
力
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
原
子
力
機
構
」
と
い
う
。
）
が
有
す
る
権
利

及
び
義
務
で
あ
っ
て
、
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
研
究
開

発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
の
法
律
に
よ
る

改
正
後
の
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
・
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機

構
法
第
十
六
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び

に
こ
れ
ら
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
係
る
も
の
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
、

権
利
及
び
義
務
の
承
継
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
た
承
継
計
画
書
に
お
い

て
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
・
量
子
科
学
技

術
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
承
継
す
る
。 

２
～
６ 

（
略
） 

 

（
機
構
等
の
役
員
又
は
職
員
に
つ
い
て
の
通
則
法
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措

置
） 

第
五
条 

機
構
の
役
員
又
は
職
員
に
つ
い
て
の
通
則
法
第
五
十
条
の
十
一
に
お

 
 

 

附 

則 

 

（
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
の
権
利
及
び
義
務
の
承

継
等
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
現
に
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原

子
力
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
原
子
力
機
構
」
と
い
う
。
）
が
有
す
る
権
利

及
び
義
務
で
あ
っ
て
、
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
研
究
開

発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
の
法
律
に
よ
る

改
正
後
の
国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
法
第
十
六
条

第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
業

務
に
附
帯
す
る
業
務
に
係
る
も
の
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
、
権
利
及
び
義
務

の
承
継
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
た
承
継
計
画
書
に
お
い
て
定
め
る
と
こ

ろ
に
従
い
国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
機

構
」
と
い
う
。
）
が
承
継
す
る
。 

２
～
６ 

（
略
） 

 

（
機
構
等
の
役
員
又
は
職
員
に
つ
い
て
の
通
則
法
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措

置
） 

第
五
条 

機
構
の
役
員
又
は
職
員
に
つ
い
て
の
通
則
法
第
五
十
条
の
十
一
に
お



 

 

七 

い
て
準
用
す
る
通
則
法
第
五
十
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四

号
並
び
に
第
六
項
並
び
に
第
五
十
条
の
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

通
則
法
第
五
十
条

の
十
一
に
お
い
て

準
用
す
る
通
則
法

第
五
十
条
の
六
第

一
号 

 

（
略
） 

（
略
） 

定
め

る

も

の 

 
定
め
る
も
の
（
離
職
前
五
年
間
に

在
職
し
て
い
た
原
子
力
機
構
の
内

部
組
織
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め

る
も
の
が
行
っ
て
い
た
業
務
を
行

う
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医

学
・
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機

構
の
内
部
組
織
と
し
て
主
務
省
令

で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

２ 

原
子
力
機
構
の
役
員
又
は
職
員
に
つ
い
て
の
通
則
法
第
五
十
条
の
十
一
に

お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
第
五
十
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第

六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
れ
ら
の
規

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。 

い
て
準
用
す
る
通
則
法
第
五
十
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四

号
並
び
に
第
六
項
並
び
に
第
五
十
条
の
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

通
則
法
第
五
十
条

の
十
一
に
お
い
て

準
用
す
る
通
則
法

第
五
十
条
の
六
第

一
号 

（
略
） 

（
略
） 

定
め
る

も

の 

 

定
め
る
も
の
（
離
職
前
五
年
間
に

在
職
し
て
い
た
原
子
力
機
構
の
内

部
組
織
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め

る
も
の
が
行
っ
て
い
た
業
務
を
行

う
国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学

技
術
研
究
開
発
機
構
の
内
部
組
織

と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

を
含
む
。
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

２ 

原
子
力
機
構
の
役
員
又
は
職
員
に
つ
い
て
の
通
則
法
第
五
十
条
の
十
一
に

お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
第
五
十
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第

六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
れ
ら
の
規

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。 



  

八 

 
通
則
法
第
五
十
条

の
十
一
に
お
い
て

準
用
す
る
通
則
法

第
五
十
条
の
四
第

一
項 

の
他
の 

（
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医

学
・
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機

構
（
以
下
「
放
射
線
医
学
機
構
」

と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
他
の 

通
則
法
第
五
十
条

の
十
一
に
お
い
て

準
用
す
る
通
則
法

第
五
十
条
の
四
第

二
項
第
一
号 

又
は 

（
放
射
線
医
学
機
構
の
役
員
又
は

職
員
（
非
常
勤
の
者
を
除
く
。
）

を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は 

通
則
法
第
五
十
条

の
十
一
に
お
い
て

準
用
す
る
通
則
法

第
五
十
条
の
四
第

六
項 

さ
せ

た

こ

と 

さ
せ
た
こ
と
（
放
射
線
医
学
機
構

の
役
員
又
は
職
員
に
こ
の
法
律
、

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医

学
・
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機

構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七

十
六
号
）
若
し
く
は
他
の
法
令
又

は
放
射
線
医
学
機
構
が
定
め
る
業

務
方
法
書
、
同
条
に
規
定
す
る
規

程
そ
の
他
の
規
則
に
違
反
す
る
職

務
上
の
行
為
を
さ
せ
る
こ
と
又
は

 

通
則
法
第
五
十
条

の
十
一
に
お
い
て

準
用
す
る
通
則
法

第
五
十
条
の
四
第

一
項 

の
他
の 

（
国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学

技
術
研
究
開
発
機
構
（
以
下
「
量

子
機
構
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
他
の 

通
則
法
第
五
十
条

の
十
一
に
お
い
て

準
用
す
る
通
則
法

第
五
十
条
の
四
第

二
項
第
一
号 

又
は 

（
量
子
機
構
の
役
員
又
は
職
員

（
非
常
勤
の
者
を
除
く
。
）
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は 

通
則
法
第
五
十
条

の
十
一
に
お
い
て

準
用
す
る
通
則
法

第
五
十
条
の
四
第

六
項 

 

さ
せ
た

こ

と 

さ
せ
た
こ
と
（
量
子
機
構
の
役
員

又
は
職
員
に
こ
の
法
律
、
国
立
研

究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究

開
発
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律

第
百
七
十
六
号
）
若
し
く
は
他
の

法
令
又
は
量
子
機
構
が
定
め
る
業

務
方
法
書
、
同
条
に
規
定
す
る
規

程
そ
の
他
の
規
則
に
違
反
す
る
職

務
上
の
行
為
を
さ
せ
る
こ
と
又
は

さ
せ
た
こ
と
を
含
む
。
次
条
に
お



 

 

九 

さ
せ
た
こ
と
を
含
む
。
次
条
に
お

い
て
同
じ
。
） 

 

の
他

の

役

員
若

し

く

は
職
員
を 

（
放
射
線
医
学
機
構
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

他
の
役
員
若
し
く
は
職
員
を 

 

い
て
同
じ
。
） 

 

 

の
他
の

役

員
若
し

く

は
職
員
を 

（
量
子
機
構
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
他
の
役

員
若
し
く
は
職
員
を 

 

   

 
 



  

一
〇 

○
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
【
附
則
第
九
条
関
係
】 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
網
掛
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

政
府
原
案
に
よ
る
改
正
後 

改 

正 

前 

 

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
七
条 

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
、
次
の
業
務
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射

線
医
学
・
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
法
（
平

成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
十
六
条
第
二

号
に
掲
げ
る
業
務
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

行
う
。 

 

一
～
十 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
七
条 

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
、
次
の
業
務
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
量
子

科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律

第
百
七
十
六
号
）
第
十
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業

務
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
。 

  
一
～
十 

（
略
） 

２
・
３ 
（
略
） 

 

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
七
条 

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。 

      

一
～
十 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

 

 



 

 

一
一 

○
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
文
部
科
学
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
二
十
四
号
）
【
附
則
第
十
条
関
係
】 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
網
掛
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

政
府
原
案
に
よ
る
改
正
後 

改 

正 

前 

 
 

附 

則 

第
四
条 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

施
行
日
の
前
日
に
独
立
行
政
法
人
国
立
特
殊

教
育
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ

ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記

念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立

女
性
教
育
会
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
語
研
究

所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
、
独
立
行

政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人

防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線

医
学
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術

館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
及
び
独
立
行
政

法
人
文
化
財
研
究
所
（
以
下
「
施
行
日
前
の
研
究

所
等
」
と
い
う
。
）
の
職
員
と
し
て
在
職
す
る
者

が
、
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続

い
て
施
行
日
後
の
研
究
所
等
の
職
員
と
な
り
、
か

つ
、
引
き
続
き
当
該
施
行
日
後
の
研
究
所
等
（
独

 
 

附 

則 

第
四
条 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

施
行
日
の
前
日
に
独
立
行
政
法
人
国
立
特
殊

教
育
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ

ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記

念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立

女
性
教
育
会
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
語
研
究

所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
、
独
立
行

政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人

防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線

医
学
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術

館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
及
び
独
立
行
政

法
人
文
化
財
研
究
所
（
以
下
「
施
行
日
前
の
研
究

所
等
」
と
い
う
。
）
の
職
員
と
し
て
在
職
す
る
者

が
、
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続

い
て
施
行
日
後
の
研
究
所
等
の
職
員
と
な
り
、
か

つ
、
引
き
続
き
当
該
施
行
日
後
の
研
究
所
等
（
独

 
 

附 

則 

第
四
条 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

施
行
日
の
前
日
に
独
立
行
政
法
人
国
立
特
殊

教
育
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ

ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記

念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立

女
性
教
育
会
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
語
研
究

所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
、
独
立
行

政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
、
独
立
行
政
法
人

防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線

医
学
総
合
研
究
所
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術

館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
及
び
独
立
行
政

法
人
文
化
財
研
究
所
（
以
下
「
施
行
日
前
の
研
究

所
等
」
と
い
う
。
）
の
職
員
と
し
て
在
職
す
る
者

が
、
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続

い
て
施
行
日
後
の
研
究
所
等
の
職
員
と
な
り
、
か

つ
、
引
き
続
き
当
該
施
行
日
後
の
研
究
所
等
の
職



  

一
二 

立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
、

国
立
研
究
開
発
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
、
国

立
研
究
開
発
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
国
立

研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第 

 
 

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射

線
医
学
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

七
十
六
号
）
第
二
条
の
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射

線
医
学
総
合
研
究
所
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人

放
射
線
医
学
・
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
並

び
に
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
員
と
し
て

在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
退
職
手
当
法
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
お

け
る
そ
の
者
の
退
職
手
当
法
に
基
づ
い
て
支
給

す
る
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期

間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
当
該
施
行
日

後
の
研
究
所
等
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を

同
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た

在
職
期
間
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
当
該

施
行
日
後
の
研
究
所
等
を
退
職
し
た
こ
と
に
よ

立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
、

国
立
研
究
開
発
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構
、
国

立
研
究
開
発
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
、
国
立

研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第 

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射

線
医
学
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

七
十
六
号
）
第
二
条
の
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射

線
医
学
総
合
研
究
所
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人

量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
並
び
に
独
立
行

政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
後

引
き
続
い
て
退
職
手
当
法
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者

の
退
職
手
当
法
に
基
づ
い
て
支
給
す
る
退
職
手

当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
に

つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
当
該
施
行
日
後
の
研
究
所

等
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
同
項
に
規
定

す
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と

み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
当
該
施
行
日
後
の

研
究
所
等
を
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
手
当

員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
退
職
手
当

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
と
な
っ
た

場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
退
職
手
当
法
に
基
づ

い
て
支
給
す
る
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な

る
勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
当

該
施
行
日
後
の
研
究
所
等
の
職
員
と
し
て
の
在

職
期
間
を
同
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
の
引

き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の

者
が
当
該
施
行
日
後
の
研
究
所
等
を
退
職
し
た

こ
と
に
よ
り
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付

を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

         



 

 

一
三 

り
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）

の
支
給
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

７ 

（
略
） 

  

（
退
職
手
当
法
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
五
条 

施
行
日
前
に
施
行
日
前
の
研
究
所
等
を

退
職
し
た
者
の
退
職
手
当
に
つ
い
て
国
家
公
務

員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
退
職
手
当
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
旧
退
職
手
当
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
二

及
び
第
十
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
独
立
行
政
法
人
国
立
特
殊
教
育
総
合
研
究
所

を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
独
立
行
政
法
人
国

立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
の
、
独
立
行
政
法

人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ

て
は
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
の
、
独

立
行
政
法
人
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年

（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
の
支
給
を

受
け
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

７ 

（
略
） 

  

（
退
職
手
当
法
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
五
条 

施
行
日
前
に
施
行
日
前
の
研
究
所
等
を

退
職
し
た
者
の
退
職
手
当
に
つ
い
て
国
家
公
務

員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
退
職
手
当
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
旧
退
職
手
当
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
二

及
び
第
十
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
独
立
行
政
法
人
国
立
特
殊
教
育
総
合
研
究
所

を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
独
立
行
政
法
人
国

立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
の
、
独
立
行
政
法

人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ

て
は
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
の
、
独

立
行
政
法
人
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年

   

７ 

（
略
） 

  

（
退
職
手
当
法
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
五
条 

施
行
日
前
に
施
行
日
前
の
研
究
所
等
を

退
職
し
た
者
の
退
職
手
当
に
つ
い
て
国
家
公
務

員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
退
職
手
当
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
旧
退
職
手
当
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
二

及
び
第
十
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
独
立
行
政
法
人
国
立
特
殊
教
育
総
合
研
究
所

を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
独
立
行
政
法
人
国

立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
の
、
独
立
行
政
法

人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ

て
は
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
の
、
独

立
行
政
法
人
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年



  

一
四 

総
合
セ
ン
タ
ー
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
独

立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
の
、
独

立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
を
退
職
し
た

者
に
あ
っ
て
は
独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育

会
館
の
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
語
研
究
所
を
退

職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
大
学
共
同
利
用
機
関
法

人
人
間
文
化
研
究
機
構
の
、
独
立
行
政
法
人
国
立

科
学
博
物
館
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
独
立

行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
の
、
独
立
行
政
法
人

物
質
・
材
料
研
究
機
構
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て

は
国
立
研
究
開
発
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構

の
、
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
を
退

職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
国
立
研
究
開
発
法
人
防

災
科
学
技
術
研
究
所
の
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線

医
学
総
合
研
究
所
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
・
量
子
科
学
技

術
研
究
開
発
機
構
の
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術

館
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
独
立
行
政
法
人

国
立
美
術
館
の
、
独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
及

び
独
立
行
政
法
人
文
化
財
研
究
所
を
退
職
し
た

者
に
あ
っ
て
は
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機

総
合
セ
ン
タ
ー
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
独

立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
の
、
独

立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
を
退
職
し
た

者
に
あ
っ
て
は
独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育

会
館
の
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
語
研
究
所
を
退

職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
大
学
共
同
利
用
機
関
法

人
人
間
文
化
研
究
機
構
の
、
独
立
行
政
法
人
国
立

科
学
博
物
館
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
独
立

行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
の
、
独
立
行
政
法
人

物
質
・
材
料
研
究
機
構
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て

は
国
立
研
究
開
発
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構

の
、
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
を
退

職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
国
立
研
究
開
発
法
人
防

災
科
学
技
術
研
究
所
の
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線

医
学
総
合
研
究
所
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は

国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発

機
構
の
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
を
退
職
し

た
者
に
あ
っ
て
は
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館

の
、
独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
及
び
独
立
行
政

法
人
文
化
財
研
究
所
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て

は
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
の
長
は
、
旧

総
合
セ
ン
タ
ー
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
独

立
行
政
法
人
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
の
、
独

立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館
を
退
職
し
た

者
に
あ
っ
て
は
独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育

会
館
の
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
語
研
究
所
を
退

職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
大
学
共
同
利
用
機
関
法

人
人
間
文
化
研
究
機
構
の
、
独
立
行
政
法
人
国
立

科
学
博
物
館
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
独
立

行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
の
、
独
立
行
政
法
人

物
質
・
材
料
研
究
機
構
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て

は
国
立
研
究
開
発
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構

の
、
独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所
を
退

職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
国
立
研
究
開
発
法
人
防

災
科
学
技
術
研
究
所
の
、
独
立
行
政
法
人
放
射
線

医
学
総
合
研
究
所
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

の
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
を
退
職
し
た
者

に
あ
っ
て
は
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
の
、
独

立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
及
び
独
立
行
政
法
人

文
化
財
研
究
所
を
退
職
し
た
者
に
あ
っ
て
は
独

立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
の
長
は
、
旧
退
職



 

 

一
五 

構
の
長
は
、
旧
退
職
手
当
法
第
十
二
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
等
と
み
な
す
。 

退
職
手
当
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
各
省
各
庁
の
長
等
と
み
な
す
。 

手
当
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
各

省
各
庁
の
長
等
と
み
な
す
。 

 
 

 

 

 
 



  

一
六 

○
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）

【
附
則
第
十
一
条
関
係
】 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
網
掛
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

政
府
原
案
に
よ
る
改
正
後 

改 

正 

前 

別
表
第
一 

（
第
二
条
関
係
） 

 

一
～
六 

（
略
） 

 

七 

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
・
量
子
科

学
技
術
研
究
開
発
機
構 

 

八
～
三
十
八 

（
略
） 

 

別
表
第
一 

（
第
二
条
関
係
） 

 

一
～
六 

（
略
） 

 

七 

国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究

開
発
機
構 

 

八
～
三
十
八 

（
略
） 

 

別
表
第
一 

（
第
二
条
関
係
） 

 

一
～
六 

（
略
） 

 

七 

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研

究
所 

 

八
～
三
十
八 

（
略
） 

 

 
 

 

 


